
第八五回

参第一号

　　　天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法及び激
じん

甚災害

に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部を改正する法律（案）

　（天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の一部改正）

第一条　天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法（昭和三十

年法律第百三十六号）の一部を次のように改正する。

　　第二条第四項第一号中「八十万円」を「百六十万円」に、「百四十万円」を「二百八

十万円」に、「二百万円」を「四百万円」に、「千万円」を「二千万円」に、「二千万

円」を「四千万円」に改め、同条第八項中「千万円」を「二千万円」に、「二千万円」

を「四千万円」に改める。

　（激
じん
甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正）

第二条　激
じん
甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律（昭和三十七年法律

第百五十号）の一部を次のように改正する。

　　第八条第一項中「八十万円」を「百六十万円」に、「百四十万円」を「二百八十万

円」に、「二百万円」を「四百万円」に、「千万円」を「二千万円」に、「二千万円」

を「四千万円」に、「百万円」を「二百万円」に、「百六十万円」を「三百二十万円」

に、「二百四十万円」を「四百八十万円」に改め、同条第二項中「千万円」を「二千万

円に、「二千万円」を「四千万円」に、「三千万円」を「六千万円」に改める。

　　第十五条第一項中「四百万円」を「八百万円」に、「千二百万円」を「二千四百万

円」に、「六・二パーセントの利率」を「六・二パーセントを超えない範囲内において

政令で定める利率」に改める。

　　　附　則

　この法律は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の天災による被害農林漁

業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法第二条第四項第一号及び第八項並びに第二

条の規定による改正後の激
じん
甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第八

条及び第十五条第一項の規定は、昭和五十三年六月一日以後に発生した天災又は災害につ

き適用する。



理　由

　農林漁業者、中小企業者等の災害による資金需要の増大等に対処するため、これらの者

に貸し付ける資金の貸付限度額を引き上げる等の必要がある。これが、この法律案を提出

する理由である。



この法律施行に要する経費

この法律施行に要する経費は、昭和五十四年度において約一億二千六百万円の見込みで

ある。


